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要  望  書 

平素は、農業農村整備事業の推進ならびに土地改良区等の運営支援に対し

まして、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。とりわけ令和２年度の農

業農村整備事業の県予算枠の拡大について、心より感謝を申し上げます。 
本県では、農業水利施設やため池、干拓施設の老朽化が急速に進み、漏水等

の突発的な事故が頻発するなかで、計画的な保全更新対策が益々重要になっ

ております。 

また、災害が少ないと言われていた本県でも、豪雨災害や大規模地震がいつ

発生してもおかしくない状況であり、ため池、干拓施設等の耐震化、洪水被害

防止等の防災・減災対策が喫緊の課題です。 

こうしたことから、「アセットマネジメント中長期計画」に基づく保全更新

対策や、「ため池中長期整備計画」に基づく防災・減災対策に係る農業農村整

備事業の着実な推進を求める切実な声が、県下各地から寄せられております。 

ため池に関しては、ため池所有者等による適切な管理を支援するため、県か

らの委託を受け、県土連に「滋賀県ため池サポートセンター」を設置し、管理・

保全に係る助言・指導体制を確保しているところです。 

一方、土地改良区を巡っては、農家の減少や高齢化、施設の老朽化に伴う管

理費の増嵩等により運営状況は年々厳しさを増しており、その運営基盤の強

化は喫緊の課題です。特に、昨今の異常豪雨の頻発化に備え、施設の厳正な操

作が求められるなか、農業水利施設の維持管理体制を強化していく必要があ

ります。 

また、農村においては、高齢化や混住化等の集落機能の低下が急速に進行し

ており、地域の共同活動により農業生産活動を維持していくための継続的・安

定的な支援が不可欠です。 

県におかれましては、こうした農業農村をとりまく厳しい現状を踏まえ、令

和３年度の予算編成に際し、必要な予算を確実に確保していただくとともに、

次の事項について特段のご配慮をお願いします。  



 
提  案  事  項 

１．農業農村整備事業の積極的な推進と関係予算の確保 

１）「農業水利施設アセットマネジメント中長期計画」や「ため池中長期整備計画」に基

づく、令和３年度当初予算および令和２年度補正予算の確実な確保 

２）県単独小規模土地改良事業の十分な予算確保や、県単独事業で農業排水の再利用対

策として進めてきた「循環かんがい施設」更新に係る支援 

３）予算の増額に対応する県の執行体制の充実 

２．水土里ネットの運営基盤の強化と防災体制の強化 
１）「土地改良施設管理事業」の十分な予算の確保と制度の充実 

・「基幹水利施設管理事業」の県補助率の早期回復と予算の十分な確保、国の制度拡

充に伴い、一体的に整備事業を実施する場合の十分な県負担の確保 

・農業用ダムの洪水調節機能の強化にかかる支援の充実 

・「土地改良施設維持管理適正化事業」の必要な予算の確保 

２） 改正土地改良法の適切な実施を図るため、土地改良区の運営基盤の強化に対する確

実な支援 

３）「ため池管理保全法」および「ため池工事特措法」の適切な実施を図るため、ため池

データベースの整備・保守管理やため池所有者等に対する支援活動等に対して、継

続的な支援 

３．日本型直接支払制度の円滑な推進 

「世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策」や「中山間地域等直接支払交付金」にか

かる安定的な財源の確保 

４．地域の実情に応じた整備 

１）国営農地再編整備事業「東近江地区」地区調査の着手に向けた支援 

２）公益性の高い干拓地において、農家の負担軽減を図りつつ、持続的な農業につなが

る対策や、老朽化が進む干拓施設の保全更新が円滑に進む対策 
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